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時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
と
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
拡
大
の
是
非
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

第
百
四
十
一
回
労
働
政
策
審
議
会
労
働
条
件
分
科
会
で
示
さ
れ
た
、
「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
案
要
綱
（
諮
問
時
か
ら
の
変
更
点
を
反
映
さ
せ
た
も
の
）
」
に
お
い
て
、
「
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
」
及
び

「
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
」
の
拡
大
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
に
つ
い
て
、
一
箇
月
の
時
間
外
労
働
時
間
が
百
時
間
以
上
と
な
っ
た
場
合
に
は
直
ち
に
違
法
と

な
る
が
、
そ
の
場
合
、
使
用
者
が
百
時
間
以
上
の
時
間
外
労
働
に
対
す
る
残
業
代
が
支
払
わ
れ
た
時
点
に
お
い
て
指
導
対
象

に
な
り
ま
す
か
。
ま
た
、
百
時
間
以
上
の
時
間
外
労
働
が
違
法
で
あ
り
な
が
ら
、
残
業
代
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
こ
と

も
違
法
と
な
り
ま
す
か
。

二

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
に
つ
い
て
、
一
箇
月
の
時
間
外
労
働
時
間
が
百
時
間
以
上
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
罰
則

が
適
用
さ
れ
ま
す
か
。
罰
則
の
適
用
ま
で
に
、
指
導
等
の
手
続
き
が
取
ら
れ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
取
ら
れ
た
後

に
、
ど
の
よ
う
な
罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
か
。
何
回
の
指
導
あ
る
い
は
何
箇
月
間
に
お
い
て
、
指
導
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
違

法
状
態
が
継
続
す
れ
ば
、
罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
か
。

一



三

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
に
つ
い
て
、
現
在
は
九
十
時
間
の
残
業
で
過
労
死
し
た
場
合
は
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
や
公
序

良
俗
違
反
で
、
企
業
に
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
が
、
上
限
百
時
間
未
満
が
法
定
さ
れ
た
ら
、
九
十
時

間
の
残
業
で
の
過
労
死
は
、
企
業
か
ら
安
全
配
慮
義
務
違
反
や
公
序
良
俗
違
反
で
損
害
賠
償
を
得
ら
れ
な
く
な
る
可
能
性
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
百
時
間
未
満
で
今
ま
で
労
災
が
適
用
さ
れ
た
九
十
時
間
の
残
業
で
の
過
労
死
の
ケ
ー
ス
が
、
百
時

間
未
満
上
限
が
法
定
さ
れ
た
ら
、
労
災
認
定
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
可
能
性
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

四

平
成
二
十
五
年
度
労
働
時
間
等
総
合
実
態
調
査
に
つ
い
て
、
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
及
び
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
が

適
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
「
平
均
的
な
者
」
に
つ
い
て
、
労
働
時
間
が
一
時
間
以
下
の
労
働
者
に
つ
い
て
の
精
査
の
結
果

を
示
し
て
下
さ
い
。

五

野
村
不
動
産
の
事
案
に
つ
い
て
、
過
労
自
殺
が
あ
っ
た
こ
と
を
厚
生
労
働
省
が
知
っ
た
の
は
い
つ
で
す
か
。
厚
生
労
働
大

臣
が
知
っ
た
の
は
い
つ
で
す
か
。
ま
た
、
そ
の
事
実
を
総
理
官
邸
に
報
告
し
た
の
は
い
つ
で
す
か
。
安
倍
総
理
が
把
握
し
た

の
は
い
つ
で
す
か
。

六

今
後
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
で
過
労
死
が
発
生
し
た
場
合
、
ど
の
会
社
で
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度

の
事
例
で
過
労
死
が
発
生
し
た
の
か
を
、
国
民
は
い
つ
の
時
点
で
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。
厚
生
労
働
省
は
把
握
し
た
時

二



点
で
す
ぐ
に
公
表
し
ま
す
か
。

右
質
問
す
る
。

三


